
   コミュニティ活動推進交付金支給要綱 

（総則） 

第１条 コミュニティ活動推進交付金（以下「交付金」という。）の支給につ

いては、補助金等交付規則（昭和47年横須賀市規則第33号。以下「規則」と

いう。）及び横須賀市市民協働推進条例（平成13年横須賀市条例第３号）に

定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付対象） 

第２条 交付金の支給対象は、広報よこすか配布手数料の支給対象となる町内

会又は自治会のうち、次の各号に掲げるすべての活動を、年間を通じて計画

的かつ継続的に行っている町内会又は自治会であって、市長が必要と認めた

ものとする。 

 (１ ) 住民相互間の連絡網の整備及び市の行う事務の住民への連絡活動 

 (２ ) 地域住民の健康保持、体力向上、知識及び教養の習得等のために行う文

化体育的活動及び高齢者と若い世代が交流を深める活動のほか、一般に地

域間・世代間の交流を図る活動 

 (３ ) クリーンよこすか運動において、地域住民への啓発及び地域の清掃等の

美化活動 

 (４ ) 青少年の健やかな成長に資する健全育成又は非行防止のための活動 

２   前項第２号から第４号に掲げる活動に係る交付金は、年間を通じて計画 

的、継続的に実施する活動であって、市長が必要と認めたものに限り交付す

るものとする。ただし、高齢者生きがいの家助成要綱（昭和49年４月１日制

定）の助成の対象となるものは除く。 

（交付基準） 

第３条 市から広報よこすかの配布を受託した町内会又は自治会に係る交付金

は、広報よこすかの４月１日号の配布数を基準とする。ただし、年度途中で

新たに結成した町内会又は自治会（既に交付金の交付を受けている団体から

分離したものを除く。以下「新設町内会等」という。）に係る前条第１項の

交付金は、結成時の広報よこすかの配布数を基準とする。 

２ 前項に含まれない町内会又は自治会に係る交付金は、４月１日現在の加入

世帯数を基準とする。ただし、新設町内会等に係る交付金は、結成時の加入

世帯数を基準とする。  

３ 前２項の規定による基準は、当該年度において広報よこすかの配布の受託

の有無に変動があった場合においても変更しない。  

（交付金額） 



第４条  交付金は、予算の範囲内において、次の各号の規定によりそれぞれ算

出した金額（ただし、 100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り

捨てるものとする。）の合計額とする。ただし、新設町内会等に支給する交

付 金 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 に よ り 算 定 し た 金 額 を 月 割 り 計 算 し た 額

（ 100円 未 満 の 端 数 が あ る 場 合 は 、 そ の 端 数 金 額 は 切 り 捨 て る も の と す

る。）に交付金の交付申請が行われた日の属する月から当該年度末までの月

数を乗じて得た額とする。 

(１ ) 均等割 

              １世帯から        50世帯まで         188,000円  

              51世帯から       100世帯まで         191,000円  

             101世帯から       300世帯まで         204,000円  

             301世帯から       500世帯まで         217,000円  

             501世帯から     1,000世帯まで         241,000円  

           1,001世帯から     1,500世帯まで         264,000円  

           1,501世帯以上                           271,000円  

（２）世帯割  １世帯につき 500円  

（実績報告書の提出） 

第５条 規則第10条に規定する市長の定める書類は、次に掲げるものとする。 

 (１ ) 歳入歳出決算書 

 (２ ) 第２条第１項第２号から第４号までに掲げる活動の事業報告書 

   附  則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

（関係要綱の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

 (１ ) 町内会事務連絡交付金支給要綱（昭和46年４月1日制定） 

 (２ ) 地域文化振興活動補助金交付要綱（昭和59年 4月 1日制定） 

   附  則  

 この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

   附  則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 



（関係要綱の廃止） 

２ 青少年活動推進の会育成費補助金交付要綱（昭和48年４月１日制定）は、

廃止する。 

   附  則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 


